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羽咋川潮止水門 
 

 邑知潟は、かつては日本海とつながる入り江でしたが、海面の後退で潟となり、周辺の住民は半農 

半漁で生計を立てていました。海水の逆流によりたびたび被害にみまわれていたので、羽咋川下流に 

逆水止樋門がつくられ、被害は大幅に軽減されました。 

しかし、昭和６０年７月の集中豪雨により、過大なる被害が発生したので、平成７年度から国営農 

地防災事業が始まり、平成１７年３月に羽咋川潮止水門が完成しました。管理棟では、邑知潟周辺に 

ある８箇所の排水機堲の集中管理が可能となり、農業経営の安定が図られるようになりました。 

羽咋川潮止水門は、海水の塩分の進入を防ぎ、邑知潟周辺の豊かな自然と農地を守るための大切な 

役割をしています。 
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３月５日に第１１回通常総代会をコスモアイル羽咋で開催 

された。 

総代会には、総代６３名と関係町会長・干拓長、管理区委 

員長など７０名が協力員として出席し、来賓として山邊羽咋 

市長、稲村県議会議員、小倉県議会議員、沢田中能登農林総 

合事務所土地改良部長の臨席を賜った。杉浦理事長挨拶の後 

来賓祝辞、来賓紹介、祝電披露が行なわれ、池田弘総代を議 

長に選出して、議事に入った。                             

提出議案は、平成２３年度土地改良施設維持管理適正化事 

業、平成２３年度一般会計・特別会計収支予算並びに規約・ 

規程の変更の議決であり、全会一致で原案通り可決された。 

 

                              

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

 

 

 

 

 

 

邑知潟土地改良区総代会に引き続き、同会堲におい 

て農地・水・環境保全向上対策の活動組織である邑知潟 

水土里ネットワークの総代会が行なわれた。 

平成 2３年度の活動計画および同収支予算の議案審議 

に入り、いずれも原案通り可決承認された。最後に代表 

の嶋田一明氏が閉会の挨拶を述べた。 

 

第１１回 邑知潟土地改良区通常総代会 

通常総代会 提出議案 

第１号議案    平成 2３年度土地改良施設維持管理適正化事業計画の議決について 

第２号議案       〃   一般会計収支予算の議決について 

第３号議案       〃   特別会計収支予算の議決について 

第４号議案       〃   特別会計管理区収支予算の議決について 

第５号議案       〃   特別会計管理区積立金収支予算の議決について 

第６号議案       〃   賦課金の賦課徴収方法及びその時期の議決について 

第７号議案       〃   一時借入金の最高限度額及びその方法の議決について 

第８号議案       〃   金銭預入先金融機関の議決について 

第９号議案       〃   役員の報酬について 

第 10 号議案   邑知潟土地改良区定款変更の議決について 

平成22年度邑知潟水土里ネットワーク総代会 
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●一般会計収支予算 

収入の部（170,623 千円）           支出の部（170,623 千円） 

●管理区収支予算 

 収入の部（19,738 千円）            支出の部（19,738 千円） 

 

●特別会計収支予算 

 備荒積立金収支予算  38,157,000 円   転用決済金積立金予算   10,076,000 円 

 償還積立金収支予算  19,045,000 円   退職給与積立金収支予算  14,133,000 円 

 管理委託施設収支予算 16,869,000 円 

 

●特別会計管理区積立金収支予算 

 

●賦課基準 

 

各 管 理 区 予 算 額 各 管 理 区 予 算 額 

子浦川防災溜池管理区 114,662,000 円 千石管理区 1,678,000 円 

柳田管理区 17,438,000 円 鹿島路管理 6,619,000 円 

羽咋町管理区 10,064,000 円 釜屋管理区 75,069,000 円 

千路管理区 19,963,000 円 一ノ宮管理区 56,000 円 

水門負担 370 円／10a 

干拓地負担 2,700 円／10a 

干拓地国営県管理負担 3,270 円／10a 

干拓地工事償還負担 7,200 円～8,440 円／10a 

特別会計区域 1,600 円／10a 

一般会計区域 1,200 円／10a 

越路野干拓地 1,000 円／10a 

管理区賦課金 250 円／10a 

平成2３年度 予算報告書 
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●賦課基準（管理区） 

 

 

 

                        歳出の部         （単位：円） 

●一般会計収支決算  款 項 決算額 

  1 事 務 費 23,626,130 

歳入の部          （単位：円）  2 選 挙 費 0 

款 項 決算額  3 維持管理費 2,040,264 

1 経常賦課金 20,311,036  4 子浦川防災溜池管理区 8,608,565 

2 特別賦課金 59,818,111  5 羽咋町管理区 1,419,839 

3 子浦川防災溜池管理区 10,012,964  6 飯山川用水管理区 1,375,767 

4 羽咋町管理区 2,959,235  7 一ノ宮管理区 1,158,809 

5 飯山川用水管理区 2,823,849  8 千石管理区 195,183 

6 一ノ宮管理区 1,979,561  9 余喜管理区 4,063,563 

7 千石管理区 1,272,930  10 神子原管理区 1,995,147 

8 余喜管理区 4,852,069  11 一ノ宮・寺家管理区 928,279 

9 神子原管理区 1,995,147  12 維持管理適正化事業費 20,634,683 

10 一ノ宮・寺家管理区 928,279  13 
新農業水利システム  

保全対策事業 
3,842,281 

11 財 産 収 入 17,205  14 委託調査費 26,801,417 

12 使用料及び手数料 48,280  15 財 産 費 4,065,200 

13 補助金及び助成金 35,315,349  16 償 還 金 60,054,163 

14 交 付 金 18,450,000  17 負担金及び拠出金 33,597,235 

15 受 託 費 26,777,500  18 交 付 金 8,423,082 

16 雑 収 入 341,420  19 諸   費 601,026 

17 繰 入 金 36,918,083  20 事業調整活動費 0 

18 繰 越 金 5,572,690  21 
農地有効利用支援 

補充整備事業 
15,356,498 

    22 予 備 費 0 

歳 入 合 計 230,393,708     

翌年度繰越金 11,606,577 円（管理区含）  歳 出 合 計 218,787,131 

各 管 理 区 面 積(㎡) 10a 当り 各 管 理 区 面 積(㎡) 10a 当り 

千路管理区（田） 767,814 3,800 円 羽咋町管理区 325,179 2,650 円 

千路管理区（畑） 16,032 1,600 円 子浦川防災溜池管理区 3,185,707 2,250 円 

千路管理区（県圃） 614,334 16,550 円 釜屋管理区 409,397 4,500 円 

一ノ宮管理区 534,568 2,095 円 鹿島路管理区（田） 625,265 4,500 円 

柳田管理区（整備田） 1,114,891 3,000 円～ 

4,000 円 

鹿島路管理区（畑） 16,282 4,050 円 

〃  （本田） 94,694 余喜管理区 2,079,000 250 円 

柳田管理区（高廻） 32,254 2,000 円 千石管理区 59,990 3,000 円 

平成2１年度 決算報告書 
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●邑知潟水土里ネットワーク活動状況 

活動区分 活動数 
参加人数 

活動時間 
農業者 非農業者 

基礎活動 272 3,024 人  4,798 人  33,088 時間 

誘導活動 137 340 人  287 人  3,492 時間 

環境活動 45 184 人  1,230 人  4,050 時間 

合 計 454 3,548 人  6,315 人  40,630 時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●県営防災ダム事業（補助率 国：55％ 県：39％ 市・町：2.53％ 地元：3.47％） 

近年、取水ゲートや巻上機が破損し、緊急放流施設としての機能低下が著しく、洪水時の適切な 

水管理が出来ない状態なので、県営事業で工事を実施する。 

総事業費 95,000 千円 

   取水施設改修工：ゲート N4 門､巻上機 N＝5 基 

底樋ｺﾝｸﾘｰﾄ補修操作室補修 

監視システム ：防災ダム監視カメラ 1 基､監視用水位計１基 

        五千石頭首工監視用水位計１基 

六ケ用水監視用水位計１基 

 

 

 

 

 

 

●土地改良施設維持管理適正化事業（補助率 国：30％ 県：30％ 地元：40％） 

土地改良施設の機能低下の防止、機能回復等のため、定期的に行う必要のあるポンプの補修・ゲ 

ートの塗装、用排水路の補修、その他の整備補修に助成する。 

平成2３年度 事業計画 

平成2２年度 事業報告 

羽咋市次堲町地内 

監視カメラ 
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※ 採択基準：団体営事業以上で造成された施設で、１施設当りの事業費が 2,000 千円以上の整備         

補修などです。                   （単位：千円） 

工  事  名 事業費 工  事  名 事業費 

白瀬用水路補修工事（直営） 3,000 下曽祢３号用水路補修工事 2,000 

余喜用水路補修工事 5,000 羽咋用水堰水位計設置工事 2,000 

五千石ﾛｰﾗｰｹﾞｰﾄ補修工事 4,500 大町用水機補修工事 4,000 

円井排水路補修工事（直営） 2,000 千路用水機補修工事 3,000 

粟生水中ポンプ補修工事 2,500   

下曽祢１号用水路補修工事 2,500 合   計 30,500 

 

● 国営造成施設管理体制整備促進事業「継続」（平成２２年度から５ヵ年） 

   国営事業の受益地内にある用水機・頭首工の電力料・労務費・補修工事・施設費に対して 37.5％ 

（但し、内 25％は地元負担）の助成金が交付される事業です。 

 

 

 

 

 

  ３月１１日、マグニチュード 9.0 の観測史上最大の大地 

 震が東北地方に発生しました。その直後、大津波が発生し、 

各沿岸地域で壊滅的な被害をもたらし、深刻な原発事故も 

発生しました。震災で亡くなられた多くの方〄、そして今 

もなお避難所生活を強いられている被災者の皆様方に、心 

からお悔やみとお見舞いを申し上げます。 

 

この東日本大震災で多くの義援金、救援物質が全国各地から送られています。当改良区も、被 

災地の復興のために役職員、組合員が協力し、３月２９日に義援金 35 万 5 千円、子浦川防災溜 

池管理区から 10 万円を北國新聞羽咋支社に届けました。杉浦理事長、渡委員長が代表して、「悲 

惨な状況に心ふさがれる思いだ。元気を出してほしい。」「東北では人も農地も泣いており、今せ 

めてもここから出来ることを。」と言葉を添え、一日も早く復興が出来るように願いを込めて寄 

託してきた。 
 
 
 

 必ず届け出下さい（自己申告） 

  ●農地転用に転用申請・決済金が必要です。   「土地改良法第４２条２項」 

   ・農地転用申請と決済金の納付がない限り、土地台帳から賦課面積が削除出来ないので、毎年 

賦課金がかかります。 

・公共事業（道路・河川・建物など）用地として転用された農地についても、転用決済金の納 

付が必要です。 


